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県道交通安全施設（2種）設置工事

仕 様 書

施工場所： 安芸太田町地内

県移譲



 

特 記 仕 様 書 

 

第１章  総則 

第１節 適用 

１ 本特記仕様書は，県道交通安全施設（２種）設置工事に適用する。 

   ２ 本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。 

     ・広島版土木工事共通仕様書 （令和 7年 8月） 

・その他関連規格類 

 第２節 現場の管理 

    請負者は，現場内において，監理技術者，主任技術者（再委託を含む。） 

に工事名，履行期間，顔写真，所属会社名および証明印の入った名札を着

用するものとする。 

 第３節 範囲及び内容 

１ 工事対象区域は，安芸太田町内の主要地方道及び一般県道の「安芸太

田町全域」とする。 

２ 工事内容は概ね次のとおりとする。 

 ・道路パトロール…路線の安全確認に関するパトロール 

・道路構造物・付属物維持修繕…構造物や付属物等の維持修繕に関す

る工事（反射鏡補修維持，視線誘導標補修維持等） 

・雑工…上記に類しない工事 

３ 請負者は，異常気象時（大雨洪水注意報または同警告等の発令時）

には，災害が予想される時及び夜間・休日等における緊急出動や随時

指示によるパトロール等が実施できる体制を確保すること。その際に，

緊急措置が必要となった場合は，請負者の責において処置し，その後

速やかに報告すること。 

なお，異常箇所の状態を後日写真等で確認できるように整理して

おくこと。 

第４節 工事実施 

１ 工事実施については，原則として監督員または職員からの指示に  

よるものとする。また，特殊作業等を行う場合は事前に監督員と協議

を行うこと。 

２ 比較的軽微かつ路線管理上安全を確保する工事または緊急措置が必

要な工事については，請負者の責において処置することができる。た

だし，その後監督員へ速やかに報告を行うこととする。 

第５節 履行確認 

１ 請負者は，指示内容について，履行完了後速やかに施工数量等の資料

を整理すること。また，履行報告書により毎月１５日までに月毎の履

行状況を報告すること。 

 



 

第２章  施工条件 

第１節 安全対策 

   １ 工事中の安全確保 

     建設機械施工安全技術指針は，国土交通省大臣官房技術調査課長お

よび国土交通省総合政策局建設施工企画課長通知（平成 17 年 3 月 31

日）を参考とすること。 

第２節 建設副産物 

   １ 建設発生土 

     当該工事により発生する建設発生土の処分先については，次の処分

先条件を見込んでいる。 

（１）処分場所 工事箇所により別途指示 

（２）運搬距離 工事箇所により別途指示 

（３）受入費用 平日の受入費用 

ただし，工事履行中において上記により難い場合は，監督員と協

議すること。 

第３節 排出ガス対策型建設機械に伴う設計変更 

   広島版土木工事共通仕様書 （令和 7年 8月）『1-1-1-34-6 排出ガス対策

型建設機械』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械において，

第３次排出ガス対策型建設機械を使用する場合，次のことをすべて満たせ

ば，設計変更の対象とする。 

（１）施工計画書で，機種単位で第３次排出ガス対策型建設機械の使用が

計画されている。 

（２）工事着手までに，工事打合せ簿で，設計変更の対象とする旨の協議

が行われている。 

（３）機種単位で第３次排出ガス対策型建設機械の使用が確認できる書類

（従来から義務付けている建設機械の写真でよい）が提出されている。 

 

第３章  その他 

・当工事に関する現場代理人及び主任技術者の指名は免除する。 

・本特記仕様書および設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義 

が生じた場合は，監督員の指示を受けること。 



積 算 情 報

工事名 県道交通安全施設（２種）設置工事

執行年度 諸経費区分令和 8 年度 公共 令和07年度

工種区分 変更回数道路維持工事

単価適用年月日 単価地区令和 8年 3月 1日付 公共 21:安芸太田町(旧筒賀村･旧戸河内町)

機損適用年月日 歩掛適用年月日令和 7年度 公共・林道 令和 7年 8月 公共

補 正 情 報
施工地域及び 共通仮設費 ･･･････････ 補正無し

工事場所による補正率 現場管理費 ･･･････････ 補正無し

現場環境改善費 計上しない

冬期補正 冬期補正無 （ 0.00 %）

緊急工事補正 緊急工事補正無

前払支出割合区分 補正無し

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない



県道交通安全施設（２種）設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路維持工事01
  
  1    式
  道路維持工事
  
    1    式
      道路反射鏡設置工
  
        1    式 明   1 号
      防護柵設置工
  
        1    式 明   2 号
直接工事費計
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式 金銭的保証を必要としない

安芸太田町

1



県道交通安全施設（２種）設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事価格
  

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

安芸太田町

2



県道交通安全施設（２種）設置工事

【 第   1 号 明細書 】

道路反射鏡設置工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路反射鏡設置工
  一面鏡　建柱＋橋面付
  3    基 単   1 号 
        計
  
  

安芸太田町

3



県道交通安全施設（２種）設置工事

【 第   2 号 明細書 】

防護柵設置工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

防護柵(ガードレール)設置工
  土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 
  規模21ｍ～50ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 26    ｍ 施   1 号 
        計
  
  

安芸太田町

4



県道交通安全施設（２種）設置工事

【 第   1 号 単価表 】

道路反射鏡設置工 一面鏡　建柱＋橋面付 10     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  
  2    人
普通作業員
  
  4    人
丸鏡体
  径φ1000×厚1.0mm ステンレス
  10    面
支柱
  径φ89.1×厚3.2×長4400m STK400
  静電紛体塗装 10    組
        計
  
  
    単位当たり
  
  

安芸太田町

5



県道交通安全施設（２種）設置工事

【 第   1 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無 1     ｍ 当り

(規模21ｍ～50ｍ未満    ,時間制約無 夜間作業無 )                                                                                   

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

防護柵設置工(ガードレール) 標準型
  土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E
  【材工共】 1    ｍ
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

安芸太田町

6


